
中小企業の電気・ガス料金を補助します！中小企業の電気・ガス料金を補助します！

子ども食堂を支援します！子ども食堂を支援します！

　コロナ禍のエネルギー価格高騰により、影響を受ける市内中小企業に対し
て、使用料に応じた補助金を支給します。

　対象は令和 4年 4月～ 9月の 6ヶ月で使用料 18 ～ 36

万円（5万円支給）、36 ～ 72 万円（10 万円支給）、72 ～

108 万円（20 万円支給）、108 ～ 144 万円（30 万円支給）、

144～ 180万円（40万円支給）、180万円以上（50万円支給）

です。※詳細は広報まつど又は市ホームページにて

その他、給付金のお知らせ！その他、給付金のお知らせ！
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　子ども食堂を新規に開設する団体及び市内で子ども食堂を運営する団体を
対象に補助金を交付します。

　新規食堂には新規開設支援補助（上限 15 万円）、

施設整備補助（上限 20 万円）、運営費補助（上限 18

万円）の合計上限 53 万円を交付します。既存食堂に

は施設整備及び運営費補助の合計上限 38 万円を交付

します。子どもの未来応援担当室☎047-36-5181

　①生活・暮らし支援臨時特別給付金（松戸市独自）・・・令和 4年度均等割
のみ課税世帯に 5万円を給付します。②価格高騰緊急支援給付金（国）・・・

令和 4年度非課税世帯及び家計急変世帯に 5万円を給付します。③農業経営

支援・・・販売実績 50 万円以上の農家に一律 5万円を給付します。

※①②給付金コールセンター☎0120-970-735、③詳細は広報等で


